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隣接する２筆の土地について、一方の土地

の所有者である被告が両土地の境界付近部分

に、コンクリートを敷設したり排水管等を設

置していることにつき、他方の土地を競売に

より取得した原告が当該物件の撤去等を求め

たが、両土地が被告及び隣接地の元所有者に

分譲された際、両名の間で黙示の地役権設定

契約が締結されたとする被告の主張が認めら

れた事例（東京地裁　平成16年４月26日判決

一部認容・控訴（後控訴棄却・上告受理申立

〔後上告不受理〕） 判例タイムズ1186号134

頁）

１　事案の概要

Ｙは、昭和48年10月、売買により甲土地及

び甲土地上の甲建物を取得した。Ｙの父親は

昭和初期から甲建物を賃借しており、Ｙは生

まれた時（昭和３年）から甲建物に居住して

いる。一方、甲土地の南側に隣接する乙土地

は、現在更地であるが、平成12年８月、競売

による売却によりＸが取得している。なお、

両土地は、元は地番を「２番１」とする１筆

の土地であった。

甲・乙土地の間には、境界線を跨いでコン

クリート（以下「本件コンクリート」という。）

が敷設されている。また、乙土地の地表部分

に排水管、給湯管、排水桝（以下それぞれ

「本件排水管」「本件給湯管」「本件排水桝」

という。）が設置されており、乙土地の地中

に排水管（以下「本件埋設排水管」という。）

が埋設されている。これらは甲建物の排水の

ために使用されている。更に、乙土地の西側

道路境界線付近には扉（以下「本件扉」とい

う。）がある。甲建物の１階北側部分は第三

者に店舗として賃貸しており、Ｙは、甲建物

南側出入口から本件扉に至るまでの部分（以

下「本件通路」という。）を日常的に通行し

ていた。

Ｘは、Ｙに対し、乙土地に立ち入ることを

禁止することと、本件コンクリート、本件排

水管、本件給湯管、本件埋設排水管、本件排

水桝、及び本件扉の撤去、並びに経済的損失

等1,000万円の支払いを求めて提訴した。こ

れに対し、Ｙは、Ｙが甲土地を要役地とし乙

土地を承役地とする地役権を有すること、Ｙ

の乙土地の通行及び乙土地に埋設されている

下水道設備の利用を妨害してはならないこ

と、並びに上記地役権の設定登記手続を求め

て反訴した。

２　判決の要旨

裁判所は、以下のように判示して、Ｘの本

訴請求を一部認容（本件扉の撤去請求のみ）

し、Ｙの反訴請求を全部認容した。

盧 昭和48年になされた甲・乙土地の売買の

際、Ｙ及び当時の乙土地購入者を含む当該

売買当事者間においては、当時の本件通路

の利用状況、すなわち本件通路を近隣住民

の通行及び下水道の設置利用に供する状態

を継続することが前提とされていたという
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土地の分譲に際して黙示の地役権設定契約が
締結されたと認定された事例
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べきであり、甲土地及び乙土地を取得した

者は、本件通路につき通行及び下水道の設

置利用をする地役権を取得する一方、自己

の所有する土地につき同様の地役権の負担

を受けるものとする旨の黙示の契約が締結

されたとみるのが、当事者の合理的意思に

沿うと言うべきである。よって、Ｙは甲土

地を要役地とし、乙土地を承役地とする通

行及び下水道の設置利用のための地役権

（以下「本件地役権」という。）を有する。

盪 平成12年６月当時、乙土地上に本件扉が

設置されており「Ｙ勝手口」と記載した表

札が掲げられていた。また、本件排水管、

本件給湯管、及び本件排水枡も地表上にあ

って見える状態にあった以上、乙土地がＹ

によって通行及び下水道設備設置利用のた

めに継続的に利用されていることが客観的

に明らかであり、かつ、Ｘにおいてそのこ

とを認識することが可能であったといえ

る。したがって、Ｘは本件地役権について

登記の欠缺を主張するについて正当な利益

を有する第三者に当たらないから、ＹはＸ

に対し、本件地役権について登記なくして

対抗することができる。

３　まとめ

本判決は、長期間かつ日常的な通路の利用、

通路を利用する必要性などの諸事情を考慮し

て、黙示の地役権設定契約の存在を認めてい

る。また、登記なくして地役権が承役地の譲

受人に対抗できるか否かについては、「譲渡

の時に、右承役地が要役地の所有者によって

継続的に通路として使用されていることがそ

の位置、形状、構造などの物理的状況から客

観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのこ

とを認識していたか又は認識することが可能

であったときは、譲受人は、通行地役権が設

定されていることを知らなかったとしても、

特段の事情がない限り、地役権設定登記の

欠 を主張するについて正当な利益を有する

第三者に当たらない」とする最高裁の判断

（最判平成10年２月13日）を踏襲している。

本件は、通行のみならず下水道設備の設置

利用を目的とする地役権が問題とされてお

り、実務上も参考になると思われる。




